
 

 

 

 

 

 

公立大学法人三重県立看護大学 

 

令 和 ８ 年 度 

年 度 計 画 
 

 

 

 

 

 

 

公立大学法人三重県立看護大学 

 

 



目       次 

基本的な考え方----------------------------------------------------------- １ 

Ⅰ 年度計画の期間及び教育研究上の基本組織------------------------------- １ 

 １ 年度計画の期間----------------------------------------------------- １ 

 ２ 教育研究上の基本組織----------------------------------------------- １ 

Ⅱ 大学の教育研究の向上に関する取組------------------------------------- ２ 

 １ 教育に関する取組--------------------------------------------------- ２ 

  (1) 教育内容に関する取組-------------------------------------------- ２ 

  (2) 教育の質の向上に関する取組-------------------------------------- ３ 

  (3) 学生の支援に関する取組------------------------------------------ ４ 

 ２ 研究に関する取組--------------------------------------------------- ４ 

  (1) 研究水準及び研究の成果等に関する取組---------------------------- ４ 

  (2) 研究実施体制等の整備に関する取組-------------------------------- ５ 

Ⅲ 社会・地域貢献に関する取組------------------------------------------- ５ 

 １ 看護職者に向けた取組----------------------------------------------- ５ 

 ２ 県民に向けた取組--------------------------------------------------- ６ 

 ３ さまざまな主体との連携等に関する取組------------------------------- ６ 

Ⅳ 大学運営に係る環境整備に関する取組----------------------------------- ６ 

 １ 生活支援等に関する取組--------------------------------------------- ６ 

 ２ 施設・設備の整備、維持管理等に関する取組--------------------------- ７ 

 ３ 危機管理に関する取組----------------------------------------------- ７ 

 ４ 人権の尊重に関する取組--------------------------------------------- ８ 

Ⅴ 的確な業務運営の実施及び業務改善に関する取組------------------------- ８ 

 １ 組織運営の改善に関する取組----------------------------------------- ８ 

 ２ 人材の確保・育成に関する取組--------------------------------------- ８ 

  (1) 人材の確保に関する取組------------------------------------------ ８ 

  (2) 人材の育成に関する取組------------------------------------------ ９ 

Ⅵ 財務内容の改善に関する取組------------------------------------------- ９ 

 １ 自己収入の確保に関する取組----------------------------------------- ９ 

 ２ 経費の抑制に関する取組--------------------------------------------- ９ 

 ３ 資産の運用管理の改善に関する取組----------------------------------- 10 

Ⅶ 大学教育の質保証及び情報の公開・発信に関する取組--------------------- 10 

 １ 大学教育の質保証に関する取組--------------------------------------- 10 

 ２ 情報の公開・発信の推進に関する取組--------------------------------- 10 

Ⅷ 予算、収支計画及び資金計画------------------------------------------- 10 

Ⅸ 短期借入金の限度額--------------------------------------------------- 11 

Ⅹ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画----------------------------- 11 

XⅠ 剰余金の使途--------------------------------------------------------- 11 

XⅡ 施設及び設備に関する計画--------------------------------------------- 11 

XⅢ 積立金の処分に関する計画--------------------------------------------- 11



1 

公立大学法人三重県立看護大学 令和８年度 年度計画 

 

 

基本的な考え方 

 

１ 質の高い教育・研究の実践 

 新型コロナウイルス感染症を契機として保健医療ニーズの更なる多様化が見込まれ

る中、地域の特性を的確に捉えて、看護を実践できる人材の育成に取り組んでいきます。

また、地域に根差した看護学の教育・研究拠点として、県内の保健・医療・福祉の向上

と学術研究の発展に寄与するとともに、社会のニーズをふまえた研究活動を推進し、そ

の成果を社会・地域へ還元していきます。 

 

２ 社会貢献・地域連携の推進 

 本学の資源・資産を有効に活用し、教育と研究の両面から、県内の医療機関、市町及

び地域住民等との連携のもとに、地域の看護職者のスキルアップや県民の健康に関する

意識の向上に取り組みます。また、多様な主体との連携のもと、教育研究活動を推進し、

地域の保健・医療・福祉の向上につなげていきます。 

 

３ 的確な業務運営、大学教育の質保証 

 社会の変革に対応した大学の教育研究活動を効果的に実施していくため、業務運営を

的確に行います。また、本学の教育理念・教育目標を達成し、教育の質を保証するため、

自己点検・評価を毎年実施するとともに、第三者評価や法令に基づく監査及び法人独自

に行う監査を実施し、これらの結果を教育研究活動や業務運営の改善に活用していきま

す。 

 

 

Ⅰ 年度計画の期間及び教育研究上の基本組織 

 

１ 年度計画の期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 教育研究上の基本組織 

  看護学部 看護学科 

  大学院  看護学研究科 
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Ⅱ 大学の教育研究の向上に関する取組 

 

１ 教育に関する取組 

 

(1) 教育内容に関する取組 

 

① 学生の確保 

 

   ア 学部 

 

＜適切な選抜の実施＞【21101】 

本学のアドミッションポリシーの周知に努めながら学生募集を積極的に行

うとともに、令和９年度入学者選抜試験についての説明を大学ホームページを

はじめとしてオープンキャンパスや入試説明会など様々な機会において行い、

高い資質を備えた入学生の確保に努める。 

令和９年度入学者選抜にかかる業務を適切に実施するとともに、より適切な

選抜の実施に向けた検討を行う。 

 

    ＜高大接続の拡大＞【21102】 

「一日みかんだい生」 「出前授業」を通して、看護職についての理解を深め、

三重県に貢献する意欲のある人材の育成に取り組むとともに、オープンクラス

を適切に実施する。 

入学前の学習課題を提供することで、本学の学修に必要な基礎知識を身につ

けることができるように支援する。 

 

   イ 研究科 

 

＜適切な選抜の実施＞【21103】 

将来の看護分野における高度な実践者、教育者、研究者を確保するために、

医療職者や本学学生、卒業生に対する広報活動を継続するとともに、より効果

的な新たな広報の方法を検討する。 

公平・公正な入学者選抜を実施するとともに、入学者選抜の結果について、

入学者がアドミッション・ポリシーで求める資質・能力を有しているかを検証

する方法を検討する。 

 

   ② 教育課程及び教育内容の充実 

 

   ア 学部 
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    ＜教育課程・教育方法・内容の充実＞【21104】 

令和７年度に完成年度を迎えた令和４年度改正カリキュラムについて、引き

続き評価を実施する。 

 学修成果の適切な把握方法について見直しを検討する。 

 国際交流協定を締結しているマヒドン大学との交流を継続して実施すると

ともに、国際的な視野を養う看護教育と国際交流の今後のあり方について検討

する。 

 

    ＜公正な成績評価の実施＞【21105】 

各科目の成績評価基準や先修科目条件、進級判定条件を、ガイダンス及びシ

ラバスを通して明確に示し、各科目の到達目標に基づき、厳正に単位を認定す

る。 

 

   イ 研究科 

 

    ＜教育課程・教育方法・内容の充実＞【21106】 

学生の学修効果や利便性を考慮した上で、科目目的に応じて対面、ライブ配

信、オンデマンドなど適切な形態で授業を実施する。 

年４回の中間審査を継続実施し、研究計画の遂行を支援する。 

博士後期課程の設置に向けた検討を継続する。 

 

    ＜公正な成績評価の実施＞【21107】 

「学位論文審査基準」に基づき、学位論文審査及び最終試験を適切に実施す

る。 

学修成果ルーブリック評価を継続して運用するとともに、カリキュラムを評

価し、必要な検討を行う。 

 

  (2) 教育の質の向上に関する取組 

 

    ＜授業の点検・評価＞【21201】 

「授業振り返りアンケート」は、学生が自身の学修成果を振り返るための取

組としての位置づけを明確にして実施するとともに、「教員相互による授業点

検評価」「授業改善等報告書」を実施し、組織的な授業改善及び教育の質保証に

つなげる。 

 

    ＜研修会等の開催＞【21202】 

研究・教育コロキウムは、教員の関心やニーズを反映したテーマ設定すると
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ともに、より多くの教員が参加しやすい形態を検討して、取組の活性化を図る。 

ＦＤ講習会及びＦＤ／ＳＤ研修会は、教育・研究活動の質向上や教職協働の

推進に資するテーマを選定して実施する。 

教育・研究のニーズに応じた研修会や博士後期課程の設置に関する研修会を

開催する。 

 

  (3) 学生の支援に関する取組 

 

    ＜学習支援＞【21301】 

大学が提供する学習支援体制について周知するとともに維持・向上に努め、

よりよい学習環境の提供や学習支援を継続する。特にチューター制度について

は、制度周知に加えて学生が利用しやすい体制整備の検討を行う。 

保護者と連携して学生を支援するため教育懇談会を開催する。 

看護師・保健師・助産師国家試験対策を実施し、学生への支援を継続する。 

 

    ＜大社接続の支援＞【21302】 

学生のキャリア形成支援の一環として位置づけている「就職説明会」「よう

こそ先輩」の開催について、継続して実施する。 

特別選抜による本学入学予定者を対象に、本学卒業生や県内医療機関等との

交流の場である「三重の保健医療を支える未来の看護職者育成交流会」を実施

することで、三重県の保健・医療・福祉についての理解を促す。 

 

    ＜就職支援＞【21303】 

学生の就職活動が充実したものとなるよう適宜「就活講座」を開催する。ま

た、県内医療機関への就職支援として、県内病院及び行政機関の職員と直接対

話できる機会となる「就職説明会」を開催するとともに、県とのさらなる連携

を図る。 

看護師・保健師・助産師それぞれの職種別の就職担当者を定め、学生のニー

ズに適う相談体制を維持する。 

引き続き、就職・進学に関する学生の動向の把握に努め、学生のニーズに合

った就職支援の実施につなげる。 

 

２ 研究に関する取組 

 

(1)研究水準及び研究の成果等に関する取組 

 

＜研究と地域課題との循環の促進＞【22101】 

地域交流センター事業を通して培われた地域との関係をベースに、研究と地
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域貢献に並行した取組を推進する。 

連携協力協定病院等の医療・保健機関との連携を深め、継続的な研究の活性

化と発展に努める。また、連携協力協定病院への個別支援や共同研究を継続す

る。 

 

    ＜競争的研究資金の獲得＞【22102】 

競争的資金獲得に向けた外部講師、本学教員による研修会の開催や、教員間

支援の実施により、採択率の向上を目指す。 

研究者向け助成金の情報を提供する「外部資金助成情報管理システム」を適

切に運用し、獲得状況等についても適宜集約を行う。 

 

＜研究成果の公表と還元＞【22103】 

 教員の研究業績や研究課題を引き続き公表する。 

 紀要は従来の研究論文に加え、史料（大学の史料価値がある資料や論文）の

掲載を促すとともに、紀要の掲載論文数の増加に向けた検討を行う。 

 講師派遣、地域交流センター年報やホームページ等を活用して、研究活動の

成果を地域や県民に還元する。 

 

  (2) 研究実施体制等の整備に関する取組 

 

    ＜研究活動への支援＞【22201】 

 若手研究者をはじめとする研究支援として学長特別研究費の活用を推進す

るとともに、学内の共同研究の推進に向けた検討を行う。  

 連携協力協定機関との共同研究において、研究計画調書の審査を行う。 

 研究倫理審査規程等に基づき研究倫理審査を実施するとともに、規程等の点

検評価によって研究倫理の保持に努める。 

 教職員の意識向上を図るため、「研究費等執行マニュアル」の見直し及び周

知徹底を図るとともに、科研費を含む研究費の不正使用防止を目的とした研修

会を実施する。 

 

 

Ⅲ 社会・地域貢献に関する取組 

 

 １ 看護職者に向けた取組 

 

    ＜看護職者の能力向上＞【31101】 

三重県受託事業に積極的に取り組むとともに、保健・医療機関等との連携を

強化し、看護職者の教育・研究を支援する。 
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認定看護師教育課程（B課程）「感染管理」修了生に対するフォローアップ研

修を継続して行う。 

 

    ＜卒業生へのキャリア支援＞【31102】 

 卒業生のニーズに応じたキャリア支援を継続して行う。 

 

 ２ 県民に向けた取組 

 

    ＜県民のヘルスリテラシーの向上＞【32101】 

教員各自の専門分野を活かした講師派遣、新たな教員提案事業等の提案・実

施を促進し、県民のヘルスリテラシー向上に資するプログラムを提供する。 

引き続き、受講者の特性やニーズを把握し、公開講座等を開催する。 

 

 ３ さまざまな主体との連携等に関する取組 

 

    ＜教育研究活動に基づく社会・地域貢献＞【33101】 

教員各自の専門分野を活かした社会活動や研究活動に積極的に参画する。 

ホームページ等を活用して教員の様々な活動を発信する。 

県内病院等の看護管理者や連携協力協定病院との意見交換を実施する。 

 

 

Ⅳ 大学運営に係る環境整備に関する取組 

 

 １ 生活支援等に関する取組 

 

    ＜学生の生活支援＞【41101】 

 各種の学生アンケートや意見箱など学生の意見を汲み取る機会を活用し、改

善すべき内容に関して検討を行い、学生にフィードバックする取組を継続する。 

 学生生活が快適で豊かなものとなるよう、オリエンテーション・ガイダンス

等を通じて、学生のマナー意識向上に取り組む。 

 学生のボランティアへの関心が高まるように、複数の方法でタイムリーにボ

ランティア募集の情報を提供し、学生のボランティア活動を支援する。 

 経済的に困窮する優秀な学生への支援については、国の修学支援制度に則り

適切に進めるとともに、本学独自の「みかん大修学支援給付金」等を通じた支

援を行う。 

 

 

    ＜教職員の健康管理＞【41102】 
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産業医による面接指導を行うとともに、満足度アンケートやストレスチェッ

クを実施し、これらから抽出された課題に取り組み、教職員の職場環境、労働

環境の改善に努める。 

 

 ２ 施設・設備の整備、維持管理等に関する取組 

 

    ＜教育環境・ＩＴ環境の整備＞【42101】 

質の高い教育・研究を実践するため、ＩＴ環境を含む施設・設備・備品等の

整備・充実を図るとともに、 中長期改修計画等に基づき、県と協議しながら計

画的に施設・設備の改修を進める。 

情報ネットワークの適正利用に関する規程等について、学生及び教職員への

周知を徹底し、適切に運用する。 

 

    ＜図書館運営の充実＞【42102】 

電子資料やデータベースの適切な提供及び利用促進を図り、教員・学生の教

育研究活動を支援するとともに、効率的な図書館運営に努める。 

 附属看護博物館においては、第８期企画展示を円滑に開始・運営する。 

 

    ＜環境等への配慮＞【42103】 

      電気、水、ガス、ＯＡ用紙、可燃ごみ等の使用量を定期的に把握し、環境保

護や省エネルギーに繋げるとともに、引き続きエネルギー使用量や CO2排出量

の把握・削減等の環境問題に関する啓発を行い、環境の保全に取り組む。 

 

 ３ 危機管理に関する取組 

 

    ＜大規模災害時等への対応＞【43101】 

 大規模災害時に学生・教職員の安否を速やかに把握できるよう、安否確認シ

ステムによる訓練を継続し、大規模災害に対する意識の醸成に努める。 

 教職員及び学生の防災意識を高めるため、年度当初のオリエンテーションや

ガイダンスにおいて研修を行う。 

 大規模地震災害対策マニュアルや業務継続計画を継続的に見直していくと

ともに、マニュアル等に基づいた訓練等を実施する。 

 大規模災害発生時等に、学生・教職員等の安全・安心を確保するため、平常

時から施設設備等の保守点検を実施するとともに、改修等が必要な箇所につい

ては、計画的に修繕工事等を実施する。 

 

 

    ＜危機管理への対応＞【43102】 
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これまでに構築した危機管理に係る仕組みを着実に運用する。 

 

 ４ 人権の尊重に関する取組 

 

    ＜人権尊重とハラスメント防止＞【44101】 

学生及び教職員を対象として、ハラスメント防止、及びハラスメント等に関

する相談対応や相談先について、リーフレット、ポスター、ホームページ、オ

リエンテーション等を通じて周知を図るとともに、研修会を継続的に実施し、

一人ひとりの理解の促進と、人権侵害のない学習・就労環境の整備に継続して

取り組む。 

ハラスメント相談体制の課題を踏まえ、相談者が安心して相談できる体制づ

くりに取り組む。 

 

 

Ⅴ 的確な業務運営の実施及び業務改善に関する取組 

 

１ 組織運営の改善に関する取組 

 

＜組織体制＞【51101】 

理事長を始めとする法人役員体制が変更される中、引き続き法人会議を適切

に運営し、法人に関する重要事項の審議等を円滑に実施していくとともに、学

外有識者の意見を組織運営の改善に繋げていく。 

新理事長がリーダーシップを十分に発揮できるよう、「企画運営会議」等を

通じて理事長をサポートし、本学の迅速な意思決定、行動を強めていく。 

「大学戦略会議」において、喫緊の課題や将来構想など幅広い議論と具体的

な取組の展開を行う。 

また、内部統制を適切に運営する。 

 

２ 人材の確保・育成に関する取組 

 

(1) 人材の確保に関する取組 

 

＜教職員の充足＞【52101】 

本学の教育理念・教育目標が達成できるよう、優秀な教員を確保するために

幅広く教員募集を行う。 

法人・大学運営の専門性等に的確に対応できるよう、法人固有職員、県派遣

職員、業務職員等を適材適所に配置する。 
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  (2) 人材の育成に関する取組 

 

    ＜教員の育成と働き方＞【52201】 

教員の活動評価、支援制度を適切に運用するとともに、ＦＤ活動や研修制度

等を通じて教員の資質向上に取り組む。 

教職員満足度アンケート等から抽出された課題等について、対応可能な事業

については早期着手、解決を図るなどして働き方の見直し、充実を図り職員満

足度の向上を図る 

 

    ＜事務職員の育成と働き方＞【52202】 

職員の強みを伸ばし、弱みを補うために育成支援のための人事評価制度を適

切に運用する。 

法人固有職員の研修体系に基づき、研修計画を策定し、適切に研修を実施す

る。 

職場環境、労働環境の改善に努め、働きやすい職場づくりに引き続き取り組

む。 

 

 

Ⅵ 財務内容の改善に関する取組 

 

 １ 自己収入の確保に関する取組 

 

    ＜自己収入の確保＞【61101】 

授業料については、他の国公立大学や近隣大学の状況及び社会経済情勢等を

注視していく。 

自己収入の確保については、地域交流センター事業や施設の貸出などにより、

収入の確保に努める。 

 

    ＜知的財産の適切な保護と活用＞【61102】 

職務発明規程に基づき知的財産を適切に管理するとともに、知的財産に対す

る教職員の意識の醸成を図る。 

 

 

 ２ 経費の抑制に関する取組 

 

    ＜経費の抑制＞【62101】 

予算の編成方針を示して、教育・研究予算を精査し、適正な配分を行うとと

もに、決算数値や大学の経営状況などを教職員に対してわかりやすく説明し、



10 

コスト意識の向上と経費の抑制を図る。 

 

 ３ 資産の運用管理の改善に関する取組 

 

    ＜資産の適正管理＞【63101】 

資産の管理・運用を安全かつ適正に行うとともに、本学の教育、研究活動に

支障がない範囲で施設の有効活用を図る。 

 

 

Ⅶ 大学教育の質保証及び情報の公開・発信に関する取組 

 

 １ 大学教育の質保証に関する取組 

 

    ＜自己点検・評価及び外部評価＞【71101】 

自己点検・評価を実施して内部質保証機能の充実を図る。また、第三期中期

目標期間の見込業務実績の評価結果や認証評価機関による認証評価の結果を

踏まえながら、第四期中期目標に基づいて第四期中期計画の策定行う。 

 

    ＜内部監査の推進＞【71102】 

中長期の監査計画に基づき、教育・研究、財務、学生支援、オペレーション

等カテゴリー間のバランスを考慮した上で、幅広い分野で内部監査を計画的に

実施し、不断の改善につなげる。 

 

 ２ 情報の公開・発信の推進に関する取組 

 

    ＜情報公開・情報発信の推進＞【72101】 

法人運営の透明性を確保し、県民に対する説明責任を果たすため、財政状況

等の法人情報を公開する。 

大学広報紙やホームページなどの情報媒体を活用し、県民、入学希望者、医

療機関・行政機関に対して、本学の教育・研究活動や入試に関する情報の発信

を行い、本学への理解が深まるよう努める。 

 

 

Ⅷ 予算、収支計画及び資金計画 

 

  別紙のとおり 

 

Ⅸ 短期借入金の限度額 
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  １億円 

  想定される理由 

 運営交付金の受入時期と資金需要との時間差及び事故の発生等により緊急に必

要となる対策費として借り入れることが想定される。 

 

 

Ⅹ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

  なし 

 

 

XⅠ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上、組織運営及び施設

設備の改善に充てる。 

 

 

XⅡ 施設及び設備に関する計画 

なし 

 

 

XⅢ 積立金の処分に関する計画 

前中期目標期間繰越積立金については、教育研究の質の向上、組織運営及び施設

設備の改善に充てる。 
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〔別紙〕 
予算、収支計画及び資金計画 

１．予算 

令和８年度 予算 

（単位：百万円） 

 金 額 

収入  

 運営費交付金 ８３１ 

 授業料等減免費交付金 ６３ 

 自己収入 ２１２ 

  授業料 １７２ 

  入学金 ２１ 

  入学検定料 ７ 

  雑収入   １２ 

 受託研究収入 ８ 

 補助金収入 ４２ 

 寄付金収入 ０ 

目的積立金 ３３ 

基金取崩額 １ 

計 １，１９０ 

支出  

 教育研究経費 ３５９ 

 人件費 ７０５ 

 一般管理費 １２６ 

計 １，１９０ 
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２．収支計画 

令和８年度 収支計画 

（単位：百万円） 

 金 額 

費用の部 １，２１５ 

 経常経費 １，２１５ 

  業務費 １，０３３ 

   教育研究経費 ３２８ 

   人件費 ７０５ 

  一般管理費 １２０ 

  減価償却費 ６２ 

収益の部 １，２１５ 

 経常収益 １，２１５ 

  運営費交付金収益 ８３１ 

  補助金収益 ６４ 

  授業料収益 ２２９ 

  入学金収益 ２１ 

  入学検定料収益 ７ 

  雑益 １２ 

受託研究等収益  ８ 

寄付金収益 １ 

  施設費収益 ４２ 

 純利益 ０ 

  目的積立金取崩 ０ 

  総利益 ０ 
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３．資金計画 

令和８年度 資金計画 

（単位：百万円） 

 金 額 

資金支出 １，１９０ 

 業務活動による支出 １，０９８ 

 投資活動による支出 ３７ 

 財務活動による支出 ５５ 

 翌年度への繰越金 － 

資金収入 １，１９０ 

 業務活動による収入 １，１１４ 

  運営費交付金による収入 ８３１ 

  授業料及び入学検定料等による収入 ２００ 

  その他の収入 １２ 

  受託研究収入 ８ 

  補助金収入 ６３   

  寄付金収入 ０ 

 投資活動による収入 ４２ 

 財務活動による収入 － 

 目的積立金 ３３ 

 基金取崩額 １ 

 

 


